
内
閣
人
第
一
八
六

一

麻
生
国
務
大
臣

高
市
国
務
大
臣

岩
城
国
務
大
臣

岸
田
国
務
大
臣

馳
内
閣
総
理

§

圭

国
務
大
臣ｕ

『
夕

／

大
臣
￥
、
■
１
１ 号 『

｡＝.一一

起案

蝉沙農鰹爆 、

決
定

平
成
宅
年
三
月
三
。
日
－
１
止
陸

一
裁
可
唾鯵

”
答
鬮
務
犬
。

磯
一
”
・
皇
大
ゞ
【
騨
墜
壺

崎
国
務
大
臣

八
＄
”
皇

山
国
務
全
弗
‐
＃
利
鬮
務
奎

廩
鯉
呼
破
国
務
大
臣
諄
菅
国
務

国
務
大

た
ゞ
ゞ
鬮
務
大
；
虚
￥
＊
。
￥

井
国
務
大
臣

内
閣
官内

閣
官
房
副
長
官 璽

房
長
官

平
成
二
七

芙

平
成

則
平
成

Ｌ
Ｐ

。

次
長
検
事

検
事

隼'零筐
を
“
口
一
・
■
■
■
Ⅱ
■

１
１ 、｡

伊
丹
俊
彦

三
浦
守

内
閣
総
務
官

藤|龍

’
年｜年

夢

月 月

い
」

日 日

閣 ’｜内
L__'Z

I



守
Ⅱ
Ⅱ
０
１
８
８
１
１
口
Ｄ
Ｉ
Ｉ
■
Ⅱ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ⅱ
０
０
０
９
１
１
１
８
１
１
Ⅱ
１
０
１
１
０
１
８
８
６
８
８
８
Ⅱ

１
１

１
１
１
口

」

‘ 口
| 内 閣’

Ｉ
Ⅱ
Ｊ
Ｊ
。
■
６
１
■
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｊ
Ｉ
４
１
１

’

。
』
貼
訳
。
。

Ⅱ

■

’

（
以
上
十
二
月
十
日
付
）

’
1

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

検
事
長
渡
Ｆ
辺
恵

次
長
検
事
に
任
命
す
る

検
事
青
沼
隆
之

検
事
長
に
任
命
す
る



法務省人検第301号

平成27年11月27日

内閣総理大臣殿

扉痕
P Lr ゴ. V

洲！ ｝ | ｜

法務大 蛍' ,副’
;i .II
hi .-， ．
1 ･ ！‘

！下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，平成27年12月4日限りで定年退官予定の大阪高等検察庁

検事長尾崎道明の後任に同月10日付けで次長検事伊丹俊彦を，その後任に東

京地方検察庁検事正青沼隆之を， また，東京高等検察庁検事長渡辺恵一の退官

に伴い，その後任に札幌高等検察庁検事長西川克行を， その後任に最高検察庁

公判部長三浦守をそれぞれ充てようとするものであります。

記

次長検事 伊丹俊彦

最高検察庁公判部長 検 事 三浦 守

検事長に任命する

東京地方検察庁検事正 検 事 青沼隆之

次長検事に任命する

東京高等検察庁検事長 検 事 長 渡辺恵一

願に依り本官を免ずる

’

(平成27年12月10日付け）

|法務省！



法 務 省1 丁

平
成 本

籍

出
生
地

現
住
所

年
荊

二

荊
全

一

一

一

▲

五
五
五

量
五
六

｛
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー

五
九頁七 五 〃

一

月
○四四三’三’三三三四四

一

一

〃

三|美|姜
卓

一

八

一

一

八
日

八七’一八一

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

富
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

早
稲
田
大
学
法
学
部
卒
業

釧
路
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

前
橋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
‐

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

事

氏出
生
年
月
日

旧

項

氏
名 名

〉

伊い昭
和
二
八
年
九
月

た
み
と
し

丹

俊

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁
判
所

法 庁

務〃 〃〃 〃 〃〃〃〃

~二

曰
ひ

こ
彦

名
省



口

一
五
一

法 務 省
■■■■■■■■■■■■■■
－

一

四

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

■■I■■ － － 一 一

■■■■■■■■■l■■ﾛ

一

一
一
一

■■■■■■■■■■■
－

■■■■■■■■ﾛ■■

一
一

■■■■■■■■■■■■■■■■■

一

1年’
四 七 八 七

一
一
一 四

会 四 四■ 月
一

二
八 - → 一

一
一

○
－ 五 二

日
℃

か
ね
て
仙
台
地
方
検
察
庁
石
巻
支
部
勤
務
を
命
ず
る

仙
台
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

■

０

仙
台
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
登
録
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

か
ね
て
法
務
省
入
国
管
理
局
登
録
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
で
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

解
く
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
で
法
務
省
入
国
管
理
局
警
備
課
長
に
充
て
る
こ
と
を

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

法
務
省
入
国
管
理
局
警
備
課
長
に
充
て
る

事
項

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

○

庁
名

〃

－

伊
丹
俊
彦
ｉ
‐
，
‐
，
！
」



、 ．

。
●

伊
丹
”
“
彦

法 務 省

一
一
一
一

◆ 一
一
一 〃

一
一

○ 〃

－

〃

平
成
一
七

－

年

●

一
ハ 七 〃

－ 〃 九 四
月

I

1

一

七

一

七■ 〃

一己

一
ハ 〃

一

一

一

○ 八
| 日

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

公
安
調
査
官
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

金
沢
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

仙
台
区
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

仙
台
地
方
検
察
庁
石
巻
支
部
長
を
免
ず
る

仙
台
地
方
検
察
庁
石
巻
支
部
勤
務
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

1

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

仙
台
区
検
察
庁
上
席
検
察
官
を
命
ず
る

仙
台
区
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

か
ね
て
仙
台
地
方
検
察
庁
石
巻
支
部
長
を
命
ず
る

I

事

項

〃

公
安
調
査
庁

〃

法
務
省

公
安
調
査
庁

〃 〃

法
務
省

庁

名

3 丁 ’



’
■■

、

’
1

’

/､へ

法 務 省 口
－ －

一
一
一
ハ

一
一

四

蚕
一
一
一

年

七 七 八’
月

一

八

＝

○

一
一 日

次
長
検
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

項

■
〃

内

閣

〃

法
務
省

庁

名
－

4 丁’

－

伊
丹
俊
彦



ｊ
Ｉ

i

法 務 省1 丁

平
成 本

籍

出
生
地

現
住
所

年
五
五
五
四

五
七

一
ハ
ー

五
九
五
八

一
ハ
ー
ニ元 〃〃

月

日

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

口
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

事

出
生
年
月
日

氏旧

項

氏
名 名

ヴ

ノ･

昭
和
三
一
年
一
○
月
二
三
日

一
一
一 み

』
っ
鐸
ｂ

浦
最法 司

法
試
験
管
理
委
員
会

庁

高

務 裁
判
所

〃〃〃 〃〃〃

ま
も
る

守
名

省



1

一
○

三
浦
守

「
ｌ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ

’’
一

一

七

△一

五

－

一
一
一

一
一
一

－ －

八
一
ハ

平
成

五

年

八 四 四 四 七 四 四 四
月

一
一

五 一

一
一
一

一一

一

’八

一

七■ 一

一 一
日

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
長
に
充
て
る

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

長
野
地
方
検
察
庁
佐
久
支
部
長
を
免
ず
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

長
野
地
方
検
察
庁
佐
久
支
部
勤
務
を
免
ず
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

か
ね
て
長
野
地
方
検
察
庁
佐
久
支
部
長
を
命
ず
る

か
ね
て
長
野
地
方
検
察
庁
佐
久
支
部
勤
務
を
命
ず
る

◆
■

長
野
地
方
検
察
庁
上
田
支
部
長
を
命
ず
る

長
野
地
方
検
察
庁
上
田
支
部
勤
務
を
命
ず
る

長
野
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

I
’
I

’庁
名

’ 2丁



、列 法 務 省
－

I

I

l

－

一

一
一
ハ

。
一
一

五 〃

一
一
一
一 〃 〃 II

平
成
一
二
年

▲ △

一
一
一 七 七 四

一

l
l

月

九

▲

八

一
一

七 五

_ _一

七 一 五
日

《

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

法
務
省
矯
正
局
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
監
察
指
導
部
長
を
命
ず
る

法
務
省
矯
正
局
長
に
充
て
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

福
岡
高
等
検
察
庁
那
覇
支
部
長
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
那
覇
支
部
勤
務
を
命
ず
る

福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
刑
事
局
担
当
）
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
’
１
？

最
高
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

庁

名

－

~三丁’

－

三
浦
守



法 務 省1 丁

本
籍

現
住
所

出
生
地年

平
成

五
五
五
四
詞
一

二二

一
ハ
ー’

一
ハ
ー
ニ

五
七

五

八｛
ハ 五

一
一
ｅ
一

〃〃

月
一
日

福
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

総
合
外
交
政
策
局
に
併
任
す
る

国
際
連
合
局
の
併
任
は
終
了
し
た

事

I

出
生
年
月
日
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略 歴

氏名（ふりがな）渡辺恵一（わたなべ

性別 男

生年月日昭和29年2月14日

けいいち）

学歴

東京大学法学部卒業（昭和51年3月）

司法修習終了（昭和53年4月）

採用試験司法試験

出身地 宮崎県

昭和53年4月

昭和54年 3月

昭和58年3月

昭和61年3月

平成2年4月

平成5年7月

平成9年4月

平成11年3月

平成11年4月

平成14年4月

平成15年7月

平成15年9月

平成17年1月

平成17年8月

平成19年 1月

平成19年10月

平成21年 1月

平成23年8月

平成24年7月

平成26年7月

東京地検検事

岐阜地検検事

東京地検検事

法務省刑事局付

横浜地検小田原支部検事

東京地検検事

法務総合研究所教官

東京地検検事

東京高検検事

横浜地検刑事部長

東京高検検事

東京地検刑事部長

最高検検事

東京高検刑事部長

大津地検検事正

東京地検次席検事

東京高検次席検事

東京地検検事正

次長検事

東京高検検事長



内閣総理大臣安倍晋 殿三

東京高等検察庁検事長

官 願退


